
習志野市 民間事業者が倒産した場合にはどうなるのか。 
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○特別目的会社（Special Purpose Company）の略 
○特定のプロジェクト(事業)を行うために設立する会社。 
○PFI事業を実施する際は、基本的にSPCを設立。 
○当該プロジェクトに関わるコンソーシアム(企業連合)に参加する企業が出資して設立。 
○コンソーシアムに参加する企業の経営状態がPFI事業に悪影響を与えないように、独立し
たSPCがPFI事業を実施することにより、プロジェクト破綻のリスクを回避。これを倒産隔離
と言う。 

  →仮に、SPCを設置しない場合、参加企業において他事業の 
    赤字により経営そのものが傾いたときには、当該プロジェクト 
    の運営が良好であったとしても、当該プロジェクトの継続に 
    影響を及ぼしてしまう(休止等)ことになる。 
○SPCとは、そもそも一般的な企業とは異なるものであり、「箱」のようなもの。 

■市としてSPCの倒産は一切想定していません。市民サービスは継続します。 

■その理由：大久保地区公共施設再生事業においては、SPCを設立することで、プロジェクト破
綻のリスクを回避し、民間事業者の倒産リスクを隔離しているから。 

■さらに、SPCを倒産させることができる者は、契約等により金融機関と本市のみです。 

SPCとは何ですか。 


